
○福祉サービス利用について

　

①サービス利用を希望する方

　は町にサービスの利用申請

　を行います。

②認定調査員と面接をし、

　全国共通の質問票により

　心身の状況に関する80項 ❷・❸計画作成を依頼

　目の認定調査をします。 　する場合、特定相談

　支援事業所と契約を

③認定調査に基づきコンピ 　します。

　ュータ判定が行われます。

❹申請者の希望を聞き

④一次判定の結果を踏まえ、 　取り最大限希望を叶

　審査会を行います。 　えられるようにサー

※訓練等給付は一次判定のみ 　ビス組み合わせを検

　討します。

⑤審査会の結果に基づき ❺・❻サービス等利用

　非該当～区分6の認定が 　計画案は指定特定相

　行われます。 　談支援事業者が作成

　します。

　セルフプラン（自身

　で作成）での提出も

　可能です。

⑦障害支援区分や、本人や

　家族の状況・利用意向・

　サービス等利用計画案な

　どを踏まえてサービスの

　支給量などを決定します。

❽決定した内容に基づき、

　指定特定相談支援事業

　者はサービス等利用計

　画を作成します。

⑨申請者は、サービス提供事

　業所と契約を結び、サービ

　スの利用を開始します。

➓サービスの量や内容は

　一定期間ごとに確認し、

　計画の見直しを行いま

　す。
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